
 

 

放射能汚染水対策と被災者支援の抜本的強化を求める意見書 

 

 福島第一原子力発電所は、地下水の流入により放射能汚染水が増え続け、大量に

外部に流出する恐れがあり、地元漁業者などから海洋汚染や風評被害への懸念の声

があがっている。 

 さらに、原子力規制委員会は８月２８日、高濃度の放射能汚染水約３００トンが

タンクから流出したとされる問題で、国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）の評価

で「レベル３」に相当すると発表した。 

 いまだ収束しない福島第一原子力発電所の事故は、ひとたび起きれば、それを制

御できなくなる危険性があるものといえる。また、避難者は将来の不安を抱えなが

ら苦しい生活を強いられている。 

 よって、政府においては、放射能汚染水対策と被災者支援の抜本的強化のために、

早急に次の事項を実施するよう強く要望する。 

 

１ 福島第一原子力発電所の放射能汚染水の海への放出は、絶対に行わないこと。 

２ 福島県の内外で避難中の１５万人余りの被災者の生活と健康を守るための対策

を強化すること。 

３ 再生可能エネルギーへの抜本的転換の計画を立て実行すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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